
申請が必要な方

給付金の支給時期 給付金の支給時期

別世帯に扶養している児童がいる世帯の皆様へ

令和５年度福岡市物価高騰緊急支援給付金の支給要件を満たす世帯
のうち、単身で寮に入っている等、別世帯に扶養している18歳以下の児
童（平成１７年４月２日生まれ以降の児童）がいる世帯の世帯主

福岡市が申請書を受理した日
から３週間後が目安です。

※書類の受理が集中している時期は、支給が遅くなる

ことがあります。

受給にはお手続きが必要です。
「令和５年度福岡市物価高騰緊急支援給付金申請書（新生児用）」に必要事項を記載し、

「令和５年度福岡市物価高騰緊急支援給付金（こども加算）申立書」等必要書類を同封の

うえ、郵送にて提出してください。

提出期限：令和６年４月30日（火）まで 消印有効

【提出先】 福岡市物価高騰緊急支援給付金事務処理センター
〒810-0041 福岡市中央区大名1丁目4－1 NDビル2階

福岡市の物価高騰緊急支援給付金の詳しい情報は、市のホームページをご覧ください。

裏面もご確認ください 福岡市 物価高騰緊急支援給付金 検索

下記の二次元コードから審査状況の確認がで

きます。
申請書の電話番号記載欄に、携帯電話番号を記載いただいた場合、

手続きの進捗状況が確認できるお問い合わせIDとパスワードをショー

トメッセージ（SMS）でお送りしますので，お控えください。

お問い合わせＩＤ ・ パスワード

Ｉ Ｄ：

パスワード：

※ 支給要件の詳細は、申請書をご確認ください。

低所得者の子育て世帯への
加算(こども加算)

対象児童1人当たり ５万円

申請の際は、令和５年度福岡市物価高騰緊急支援給付金申請書（新生児用）と合わせて
令和５年度福岡市物価高騰緊急支援給付金（こども加算）申立書とその他必要な添付書
類をご提出ください。

※令和５年１２月２日以降に生まれた児童分のこども加算のみ令和６年８月３１日（土）まで（消印有効）

令和５年度福岡市物価高騰緊急支援

給付金（こども加算）のご案内
Information on FY2023 Emergency Monetary Relief for Rapidly Rising Prices 

for Households Caring for Dependent Children in Separate Households 
受け取るためには手続きが必要です
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